
〔
要
旨
〕
こ
れ
ま
で
、『
古
今
和
歌
集
』
二
十
七
番
歌
は
、
そ
の
詞
書
に

現
れ
る
「
西
大
寺
」
と
和
歌
の
内
容
と
が
ど
う
関
わ
る
か
が
解
釈
上
の
問

題
と
な
っ
て
き
た
。
同
じ
遍
昭
の
「
蓮
葉
の
…
…
」
歌
と
の
関
連
か
ら
読

み
解
い
た
契
沖
の
説
以
来
、
玉
を
数
珠
や
水
晶
と
見
立
て
る
見
方
な
ど
、

仏
教
的
な
解
釈
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
西
寺
は
西
鴻
臚
館
を
前
身

と
す
る
と
い
う
中
世
以
来
の
注
釈
史
の
伝
統
も
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
少
な

か
ら
ず
波
及
し
て
き
た
。
一
方
で
、
西
寺
自
体
は
、
平
安
時
代
も
早
々
に

衰
退
す
る
イ
メ
ー
ジ
ゆ
え
か
、
二
十
七
番
歌
の
解
釈
史
上
で
そ
の
歴
史
自

体
に
注
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
近
年
の
考
古
学
の
知
見
に
よ
る
と
、「
西
寺
＝
鴻
臚
館
」
説

は
裏
付
け
が
取
れ
ず
、
白
紙
に
戻
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
西

寺
関
連
の
史
料
を
、
遍
昭
の
時
代
に
焦
点
を
当
て
て
見
直
す
と
、
堂
舎
を

徐
々
に
拡
大
さ
せ
な
が
ら
組
織
を
構
築
さ
せ
て
い
っ
た
伸
展
期
に
あ
た
り
、

当
時
の
西
寺
に
は
、
衰
退
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
伸
び
ゆ
く
寺
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

一
方
、
こ
の
歌
で
は
第
五
句
「
か
」（
感
嘆
の
助
詞
）
の
位
置
か
ら
見

て
も
「
春
の
柳
」
に
感
動
の
中
心
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
元
来
は
秋
の
景
物

で
あ
っ
た
「
白
露
」
を
、
敢
え
て
春
の
も
の
と
し
て
詠
み
替
え
る
機
知
に

よ
っ
て
「
春
の
柳
」
の
美
し
さ
を
印
象
付
け
て
い
る
点
に
新
し
さ
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
二
十
七
番
歌
で
「
西
大
寺
」
が
詞
書
に
描
か
れ
た
の
は
、

当
時
、
発
展
期
に
あ
っ
た
西
寺
が
、
そ
の
よ
う
な
若
々
し
い
春
の
柳
の
美

し
さ
を
表
出
す
る
背
景
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
西
寺
・
西
大
寺
・
あ
さ
み
ど
り
・
柳
・
遍
昭
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『
古
今
和
歌
集
』
二
十
七
番
歌
詞
書
の
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名
を
め
ぐ
っ
て
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遍
昭
の
時
代
に
お
け
る
西
寺�
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一
、
は
じ
め
に

　

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
、
春
歌
上
、
二
十
七
番
歌
（
以
下
、
本
稿
で

は
「
二
十
七
番
歌
」
と
呼
ぶ
）
で
、
詞
書
に
わ
ざ
わ
ざ
「
西
大
寺
」
と
地

名
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
二
十
七
番
歌
の
注
釈
史
上
、
長
ら
く

疑
問
と
さ
れ
て
き
た
。

�
�

西
大
寺
の
ほ
と
り
の
柳
を
よ
め
る�

僧
正
遍
昭

あ
さ
み
ど
り
い
と
よ
り
か
け
て
し
ら
つ
ゆ
を
た
ま
に
も
ぬ
け
る
春
の

柳
か（
1
）

　

こ
の
歌
は
、『
遍
昭
集
』
二
番
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。�

�

に
し
て
ら
の
や
な
き
を

あ
さ
み
と
り
い
と
よ
り
か
け
て
し
ら
つ
ゆ
を　

た
ま
に
も
ぬ
け
る
は

る
の
や
な
き
か（
2
）

　

地
名
は
『
古
今
集
』
で
は
「
西
大
寺
」、『
遍
昭
集
』
で
は
「
西
寺
」
で

あ
る
が
、
現
在
の
研
究
で
は
こ
の
詞
書
の
寺
を
平
安
京
の
「
西
寺
」
と
解

釈
す
る
説
で
落
ち
着
い
て
い
る（
3
）。
な
ぜ
、
そ
の
西
寺
の
柳
が
詠
ま
れ

た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
史
で
は
そ
の
背
景
が
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て

き
て
お
り
、
た
と
え
ば
近
年
、
武
田
早
苗
氏
は
こ
の
歌
の
注
釈
史
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る（
4
）。

　

「
古
今
集
に
お
い
て
、
遍
昭
歌
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
次
歌
（
稿
者

注
、
古
今
集
二
十
七
番
歌
を
さ
す
）
の
詞
書
に
つ
い
て
は
、
古
来
疑
問
が

呈
さ
れ
て
き
た
。（
略
）
全
体
に
詞
書
が
簡
素
で
あ
る
古
今
集
に
お
い
て
、

あ
え
て
「
西
大
寺
」
と
特
定
の
場
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か

も
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
歌
内
容
と
「
西
大
寺
の
柳
」
が
直
接
的
な
関

連
を
持
つ
と
は
考
え
が
た
く
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
叙
述
が
な
ぜ
採
用

さ
れ
た
の
か
不
思
議
で
も
あ
る
。
同
様
の
思
い
は
、
先
人
達
も
抱
い
た
よ

う
で
、
こ
の
詞
書
に
言
及
し
た
も
の
は
多
い
。（
略
）
遍
昭
の
他
歌
を
援

用
し
て
解
く
も
の
か
ら
、
和
歌
自
体
の
解
釈
と
ど
う
に
か
し
て
結
び
付
け

よ
う
と
す
る
も
の
、
疑
義
を
持
つ
こ
と
自
体
に
意
味
は
な
い
と
す
る
も
の

ま
で
、
そ
の
見
方
は
多
岐
に
わ
た
る
。
だ
が
い
ず
れ
も
定
説
と
は
成
り
得

て
い
な
い
。」

　

周
知
の
通
り
、
西
寺
と
い
え
ば
、
平
安
前
期
も
早
々
に
衰
退
し
た
寺
と

い
う
印
象
が
強
い
。
東
寺
が
空
海
に
よ
っ
て
発
展
を
遂
げ
、
平
安
京
内
随

一
と
い
っ
て
も
よ
い
宗
教
勢
力
を
誇
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
西
寺
の
ほ

う
は
早
く
に
存
在
感
を
失
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
、

研
究
史
も
少
な
く
、
平
安
京
内
の
寺
で
あ
る
割
に
重
要
視
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
寺
で
あ
る
。

四
二



　

で
は
、
遍
昭
の
二
十
七
番
歌
で
は
、
な
ぜ
、
西
寺
の
柳
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
か
。
当
時
、
西
寺
は
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
の
か
。

　

近
年
の
研
究
で
は
、『
平
安
時
代
史
事
典
』
の
「
西
寺
」
の
項
の
記
述

を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
前
出
の
武
田
氏
に
よ
り
、
遍
昭
自
身
が
西
寺
に

お
い
て
奉
仕
を
し
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る（
5
）。

　

が
、
従
来
の
研
究
で
は
、
西
寺
に
関
わ
る
史
料
を
実
際
に
再
検
討
し
直

す
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
、
こ
の
詞
書
の
背
景
を
探
る
と
い
う
手
法
は
、

と
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
平
安
京
の
さ
ま
ざ

ま
な
地
点
に
つ
い
て
の
言
説
を
、
定
点
観
測
的
に
長
い
時
間
軸
で
集
め
、

そ
れ
ら
の
資
料
の
蓄
積
か
ら
、
と
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
「
場
の
イ

メ
ー
ジ
」
を
逆
照
射
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
文
学
テ
キ
ス
ト
の
考

察
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
手
法
に
よ
り
、
西
寺
に
関
わ
る
史
料
を
、
そ
の

造
営
の
経
過
に
注
意
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
前
半
か
ら
遍
昭
死
去
の
年
ま

で
と
い
う
長
い
時
間
軸
を
と
っ
て
読
み
直
し
て
み
る
と
、
遍
昭
が
生
き
た

時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
西
寺
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き

た
、
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
二
十
七
番
歌
詞
書
の
意
味
に

つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
も
う
一
度
、
遍
昭
が
生
き
た
時
代
や
古
今
集
撰
述

の
時
代
の
史
料
を
中
心
に
し
て
考
え
直
す
。
史
料
の
中
か
ら
場
の
意
味
を

考
察
す
る
手
法
に
よ
り
、
遍
昭
と
同
時
代
の
西
寺
を
位
置
づ
け
直
し
、
こ

の
詞
書
と
歌
の
理
解
に
近
づ
き
た
い
。

二
、
西
寺
の
注
釈
史
と
「
鴻
臚
館
跡
地
」
伝
承

　

な
ぜ
二
十
七
番
歌
の
詞
書
に
お
い
て
西
寺
の
柳
が
敢
え
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
過
去
の
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
同
じ

遍
昭
に
よ
る
一
六
五
番
歌
「
蓮
葉
の
濁
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
な
に
か
は
露

を
玉
と
あ
ざ
む
く
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
白
露
を
玉
と
欺
く
の
は
仏
の

教
え
に
背
く
と
い
う
意
味
を
寓
す
る
と
み
た
、
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』
の

説
の
存
在
が
大
き
い
。
契
沖
以
来
、
水
晶
の
数
珠
を
「
玉
」
に
連
想
す
る

金
子
評
釈
の
説
な
ど
、「
寺
」
の
付
近
で
詠
ま
れ
た
「
玉
」
で
あ
る
こ
と

に
仏
教
的
意
味
が
見
出
さ
れ
、
仏
教
的
な
側
面
か
ら
解
釈
の
焦
点
が
集

ま
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る（
6
）。
代
表
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ

う
で
あ
る
。

　

・�「
西
大
寺
の
ほ
と
り
の
柳
と
い
へ
る
に
つ
き
て
お
も
ふ
に
、
柳
か
枝

も
ま
こ
と
の
糸
な
ら
す
、
白
露
も
誠
の
玉
な
ら
ぬ
に
、
な
と
か
か
く

い
つ
は
り
な
か
る
へ
き
寺
の
ほ
と
り
に
、
玉
の
緒
を
ぬ
き
て
人
を
あ

四
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さ
む
く
そ
と
よ
め
る
心
を
あ
ら
は
さ
ん
と
て
、
こ
と
書
を
く
は
し
く

か
け
る
に
や
。
夏
の
歌
に
蓮
を
よ
ま
れ
た
る
歌
の
心
お
も
ひ
あ
は
す

へ
し
」（
契
沖
『
古
今
余
材
抄
』（
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
）、『
契

沖
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
に
所
収
）

　

・�「
寺
門
前
に
麹
塵
の
糸
に
も
譬
へ
ら
れ
る
芽
出
し
柳
の
ふ
し
ぶ
し
に
、

露
の
白
玉
の
溜
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
端
な
く
も
花
田
色
の
緒
に
貫

い
た
水
晶
の
念
珠
を
連
想
し
、
所
柄
柳
が
数
珠
を
拵
へ
て
居
る
や
う

に
見
立
て
た
の
は
、
頗
る
逸
興
が
あ
る
。
か
う
解
し
て
こ
そ
、
詞
書

に
わ
ざ
わ
ざ
「
西
大
寺
の
ほ
と
り
」
と
断
つ
た
理
由
も
了
解
さ
れ
よ

う
。
況
や
作
者
が
坊
さ
ん
と
き
て
は
、
い
よ
い
よ
さ
う
信
ぜ
ら
れ

る
。」（
金
子
元
臣
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
明
治
書
院
、
一
九
四
一

年
）

　

・�「
同
じ
作
者
の
「
は
ち
す
は
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
な
に
か
は

つ
ゆ
を
玉
と
あ
ざ
む
く
（
一
六
五
）
と
対
比
し
て
鑑
賞
で
き
る
。」

（
久
曽
神
昇
氏
校
注
『
講
談
社
学
術
文
庫　

古
今
和
歌
集
』（
講
談
社
、

一
九
七
九
年
）

　

こ
の
よ
う
に
、
白
露
に
数
珠
や
水
晶
を
見
立
て
て
い
る
と
い
う
見
方
も

含
め
、
仏
教
的
な
背
景
を
西
寺
に
重
ね
合
わ
せ
る
説
は
、
解
釈
史
上
、
無

視
で
き
な
い
流
れ
と
な
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
近
年
で
は
片
桐
洋
一
氏
な

ど
に
よ
る
批
判
（
前
出
注
3
）
も
あ
る
）。

　

一
方
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
解
釈
と
は
若
干
異
な
る
別
の
観
点
か
ら

注
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
』
の
注
（
以
下
、「
集

成
注
」）
で
あ
る
。

「
大
陸
風
に
構
築
さ
れ
た
大
伽
藍
を
背
景
に
し
て
の
、
自
然
の
小
さ

な
営
み
。
巨
大
な
人
工
美
と
対
照
し
て
こ
の
歌
は
生
き
る
。」（
奥
村

恒
哉
氏
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
）

　

こ
の
集
成
注
に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一
氏
は
、『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』

に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
賛
意
を
表
し
つ
つ
も
、
疑
問
が
残
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
、
こ
の
詞
書
の
意
図
に
つ
い
て
ま
っ
た
く

新
し
い
見
解
を
披
露
し
て
い
る
。「
大
陸
風
に
構
築
さ
れ
た
大
伽
藍

を
背
景
に
し
て
の
、
自
然
の
小
さ
な
営
み
。
巨
大
な
人
工
美
と
対
照

し
て
こ
の
歌
は
生
き
る
」
と
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
斬

新
な
見
解
で
あ
る
が
、『
古
今
集
』
の
歌
は
お
お
む
ね
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
的
描
法
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
詞
書
と
和
歌
の
関
係
を
そ

こ
ま
で
深
読
み
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
疑
問
も
残
る
。」（
片
桐
洋
一

氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）

　

と
こ
ろ
で
こ
の
集
成
注
は
、
推
察
す
る
に
、
お
そ
ら
く
次
に
挙
げ
る
、

四
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近
代
の
金
子
評
釈
や
窪
田
評
釈
に
お
け
る
「
西
寺
＝
鴻
臚
館
」
説
の
影
響

下
に
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
西
寺
を
鴻
臚
館
の
跡
地
と
す
る
説
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
中
世
以
来
の
『
源
氏
物
語
』
注
釈
の
伝
統
の
延
長
線
上

に
あ
る
。
そ
の
上
、
金
子
評
釈
や
窪
田
評
釈
の
後
に
位
置
す
る
集
成
注
が
、

金
子
氏
や
窪
田
氏
の
説
を
承
け
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
西
寺

を
鴻
臚
館
の
跡
地
と
す
る
説
に
加
え
、
唐
風
を
尊
ん
だ
嵯
峨
天
皇
に
よ
る

と
さ
れ
る
「
鴻
臚
館
」
か
ら
の
連
想
に
よ
り
、「
大
陸
風
に
構
築
さ
れ
た

大
伽
藍
」
と
い
う
映
像
が
想
起
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
や
や
独
自
性

の
あ
る
よ
う
に
見
え
る
説
が
生
ま
れ
た
背
景
も
、
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
西
寺
＝
鴻
臚
館
跡
地
説
を
と
っ
て
い
る

金
子
評
釈
と
窪
田
評
釈
を
挙
げ
る
。
傍
線
は
、
稿
者
に
よ
る
。

　

・�「
西
大
寺
云
々
…
嵯
峨
帝
の
朝
に
京
都
の
朱
雀
通
り
の
南
門
た
る
羅

城
門
外
の
鴻
臚
館
を
捨
て
ゝ
、
東
寺
西
寺
と
い
ふ
大
刹
を
建
て
ら
れ

た
の
が
、
今
は
東
寺
ば
か
り
残
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
西
寺
を
こ
ゝ
に

「
西
の
大
寺
」
と
い
つ
た
。
奈
良
の
西
大
寺
の
こ
と
で
は
な
い
。「
柳

を
よ
め
る
」
は
柳
を
見
て
よ
め
る
の
意
。
都
の
大
路
に
は
昔
は
柳
も

多
く
植
ゑ
た
。」（
金
子
元
臣
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
明
治
書
院
、

一
九
〇
一
年
）

　

・�「
西
大
寺
…
嵯
峨
天
皇
の
御
代
、
京
都
、
朱
雀
通
り
の
南
門
の
外
に

あ
つ
た
鴻
臚
館
を
捨
て
て
、
東
西
の
大
寺
と
さ
れ
た
。
今
は
東
寺
だ

け
が
残
つ
て
ゐ
る
。」（
窪
田
空
穂
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
東
京
堂
、

一
九
六
〇
年
）

　

金
子
評
釈
や
窪
田
評
釈
に
見
ら
れ
る
西
寺
観
が
、
集
成
注
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
推
測
の
域
を
出
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
言
及

は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
西
寺
」
に
つ
い
て
、
前
身
を
鴻
臚

館
と
す
る
説
は
、
金
子
評
釈
・
窪
田
評
釈
の
後
の
二
十
七
番
歌
解
釈
上
に

お
い
て
も
、
い
ま
だ
否
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
二
十
七
番
歌
を
解
釈
す
る

に
あ
た
り
、
西
寺
に
「
鴻
臚
館
」
の
残
像
を
考
慮
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
こ
の
「
西
寺
＝
鴻
臚
館
」
説
に
つ
い
て

再
検
討
し
た
い
。

　

次
に
例
を
挙
げ
る
よ
う
に
、
西
寺
・
東
寺
を
鴻
臚
館
跡
地
と
す
る
説
は
、

近
世
の
京
都
の
地
誌
類
で
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
空
海
・

守
敏
対
立
譚
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る（
7
）。
以
下
傍
線
は

稿
者
に
よ
る
。
成
立
年
は
『
新
修
京
都
叢
書
』
解
題
（
野
間
光
辰
氏
）
に

依
っ
た
。

　

・『
出
来
斎
京
土
産
』
巻
之
二
（
新
修
京
都
叢
書
）
＊
延
宝
五
（
一
六

七
七
）
年

嵯
峨
天
皇
弘
仁
十
四
年
正
月
に
。
東
の
鴻
臚
館
を
空
海
に
た
ま
は
り

四
五



て
。
東
寺
と
号
し
。
西
の
鴻
臚
館
を
守
敏
に
給
は
り
て
。
西
寺
と
号

せ
ら
れ
る
と
い
へ
り
。

　

・「
東
寺
往
還
」（
新
修
京
都
叢
書
）
＊
延
宝
九
（
一
六
八
一
）
年

コ
ノ
村
ヲ
唐
橋
ト
称
ス
ル
コ
ト
、
予
案
ス
ル
ニ
、
東
寺
ハ
古
ノ
鴻
臚

館
ナ
リ
、
蕃
朝
入
朝
ノ
時
、
コ
ノ
紙
谷
川
ノ
橋
ヲ
渡
レ
リ
、
故
ニ
唐

橋
ト
云
へ
る
な
る
へ
し

　

・『
京
羽
二
重
』
巻
二
（
新
修
京
都
叢
書
）
＊
貞
享
二
（
一
六
八
五
）

年鴻
臚
館
跡　

今
の
東
寺
い
に
し
へ
大
内
裏
の
時
の
鴻
臚
館
是
也
異
朝

よ
り
使
本
朝
に
来
る
時
此
所
に
留
て
通
詞
を
以
て
両
朝
の
事
を
通
ぜ

し
め
け
る
と
也

　

・『
山
州
名
跡
志
』
巻
之
二
一　

八
幡
山
教
王
護
国
寺
（
新
修
京
都
叢

書
）
＊
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年

源
氏
物
語
河
海
抄
ニ
云
ク
遷
都
ノ
始
メ
大
宮
ノ
東
西
ニ
置
㆓ク
玄
蕃
寮
㆒ヲ
。
弘

仁
以
来
東
鴻
臚
為
㆓シ
テ
東
寺
㆒ト
賜
㆓ヒ
弘
法
大
師
㆒ニ
。
以
㆓テ
西
鴻
臚
㆒ヲ
為
㆓シ
テ

西
寺
㆒ト
賜
㆓フ
守
敏
㆒ニ
。
其
ノ
後
七
条
朱
雀
ニ
建
㆓ル
鴻
臚
㆒ヲ
云
々

　

そ
れ
で
は
、
西
寺
が
鴻
臚
館
跡
地
で
あ
る
と
い
う
説
は
い
つ
頃
か
ら
出

て
き
た
の
か
。
前
出
の
『
山
州
名
跡
志
』
に
引
用
が
あ
る
が
、
管
見
の
限

り
、
以
下
の
よ
う
に
『
河
海
抄
』
に
見
ら
れ
る
の
が
初
見
の
よ
う
で
あ
る
。

�
�

『
河
海
抄
』（
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
六
）



＊
〈　

〉
は
割
注
を
表
す

こ
う
ろ
く
わ
ん
に
つ
か
は
す　

（
略
）
鴻
臚
館
は
玄
蕃
寮
に
あ
り

（
略
）
此
館
延
暦
遷
都
之
始
東
西
大
宮
被
置
之
而
弘
仁
に
以
東
鴻
臚

館
為
東
寺
賜
弘
法
大
師
〈
不
空
三
蔵
鴻
臚
卿
大
興
善
寺
ヲ
立
此
例
歟

或
又
大
師
三
蔵
ノ
再
来
ト
云
旁
有
歌
乎
〉
以
西
鴻
臚
館
為
西
寺

　

こ
れ
ら
に
見
ら
れ
た
「
西
寺
＝
鴻
臚
館
」
説
は
、
近
代
以
降
の
古
今
集

注
釈
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
た
と
え
ば
前
出
の
金
子
評
釈
・
窪
田
評

釈
は
、
そ
の
説
が
引
き
継
が
れ
た
例
と
い
え
る
。
仮
に
、
古
今
集
二
十
七

番
歌
で
も
「
西
寺
＝
鴻
臚
館
」
説
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

西
寺
の
解
釈
に
西
鴻
臚
館
の
残
像
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、「
大
陸
風

の
大
伽
藍
」
と
い
う
連
想
も
二
十
七
番
歌
の
解
釈
の
上
で
組
み
入
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
学
・
考
古
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
西
寺
が
も
と

鴻
臚
館
の
跡
地
だ
と
い
う
説
明
は
、
現
在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　

川
勝
政
太
郎
氏
は
、「
平
安
京
鴻
臚
館
は
前
述
の
如
く
東
寺
・
西
寺
と

は
関
係
な
く
、
当
初
か
ら
左
京
及
び
右
京
の
七
条
一
坊
の
地
に
営
ま
れ
た

の
で
あ
っ
て
」「
鴻
臚
館
は
東
西
両
寺
内
に
併
設
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

別
の
七
条
一
坊
の
地
に
営
ま
れ
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ（
8
）、
当
初
は
東

四
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寺
・
西
寺
の
場
所
に
東
西
の
鴻
臚
館
が
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
弘
仁

年
間
に
移
転
し
た
と
い
う
従
来
の
説
を
否
定
さ
れ
た
。

　

つ
い
で
、
鈴
木
久
男
氏
は
、
考
古
学
の
立
場
か
ら
軒
瓦
の
出
土
状
況
に

よ
っ
て
「
西
鴻
臚
館
は
平
安
京
造
営
当
初
か
ら
七
条
一
坊
に
計
画
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
や
は
り
西
寺
＝
鴻
臚
館
説
を
否
定
さ
れ

た（
9
）。

　

さ
ら
に
、
角
田
文
衛
氏
も
、
文
献
資
料
的
に
、
ま
た
考
古
学
的
な
成
果

か
ら
も
、
鴻
臚
館
は
当
初
か
ら
七
条
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

る� （
10
）。
そ
の
後
も
、
網
伸
也
氏
に
よ
れ
ば
「
東
西
二
寺
の
中
心
伽
藍
の

調
査
は
未
報
告
な
デ
ー
タ
が
多
く
あ
り
、
造
営
過
程
を
検
証
す
る
こ
と
が

難
し
い
状
況
」（
11
）�

と
は
い
え
、
以
後
、
鴻
臚
館
が
西
寺
の
前
身
で
あ
る
こ

と
を
実
証
し
た
新
た
な
論
は
、
現
在
ま
で
見
当
た
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、
西
寺
を
鴻
臚
館
跡
地
と
す
る
説
は
、
初
見
を
た
ど
る
と
『
河

海
抄
』
に
い
き
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
が
、
歴
史
学
あ
る
い
は
考
古
学
的
成

果
に
よ
っ
て
は
し
か
る
べ
き
傍
証
が
得
ら
れ
ず
、
裏
付
け
が
取
れ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
『
古
今
集
』
に
戻
る
と
、
西
寺
を
鴻
臚
館
の
跡
地
と

考
え
る
注
釈
は
、
や
は
り
見
直
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
状
の
研
究

成
果
か
ら
す
る
と
、
二
十
七
番
歌
に
お
い
て
、
唐
風
の
建
物
と
の
対
比
で

柳
を
見
る
構
図
は
、
ひ
と
ま
ず
白
紙
に
戻
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

三　

伸
展
期
の
西
寺　

―

遍
昭
の
時
代

―

　

で
は
、
な
ぜ
二
十
七
番
歌
で
は
西
寺
が
詞
書
に
詠
み
込
ま
れ
た
の
か
。

　

西
寺
は
、
従
来
、「
特
定
の
宗
派
色
を
帯
び
る
事
が
な
く
、
仏
教
史
上

に
名
を
成
す
著
名
な
僧
侶
が
出
な
か
っ
た
こ
と
や
中
世
に
顚
倒
し
た
こ
と

も
あ
り
、
東
寺
に
比
し
て
影
の
薄
い
特
色
の
な
い
寺
、
と
い
う
印
象
が
定

着
し
た
感
が
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
の
関
心
を
引
く
こ
と
も
少

な
く
、
西
寺
の
研
究
は
極
め
て
少
な
い
」
と
追
塩
千
尋
氏（
12
）�

が
述
べ
ら

れ
た
よ
う
に
、
早
々
に
衰
微
し
た
寺
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
そ
の
イ

メ
ー
ジ
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
遍
昭
の
歌
の
解
釈
に
も
波
及
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
西
寺
が
当
時
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
を
資
料
か

ら
見
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
遍
昭
没
前
の
西
寺
は
、
衰

退
期
ど
こ
ろ
か
発
展
期
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
二
十
七
番
歌
詞
書
の
解
釈
の

上
で
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

西
寺
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
諸
研
究
や
そ
れ
を
反
映
し
た
辞
書
事
典
類

な
ど
で
も
す
で
に
資
料
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
13
）�

が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら

四
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に
学
び
つ
つ
、
二
十
七
番
歌
解
釈
の
視
点
か
ら
、
改
め
て
遍
昭
の
生
き
た

時
代
に
焦
点
を
当
て
直
し
、
当
時
共
有
さ
れ
た
西
寺
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え

直
し
た
い
。

　

西
寺
の
、
堂
舎
建
築
の
経
緯
や
機
能
が
形
作
ら
れ
る
様
子
が
う
か
が
え

る
史
料
を
、
一
次
史
料
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
が
抽
出
す
る
と
、
西
寺
造

営
の
経
過
は
、
表
一
の
よ
う
に
な
る
。
史
料
の
下
限
は
、『
古
今
集
』
成

立
の
翌
年
ま
で
と
し
、
遍
昭
の
没
年
を
▼
と
し
た
。
以
下
に
挙
げ
る
Ａ
か

ら
Ｎ
ま
で
の
史
料
番
号
は
、
表
一
と
一
致
さ
せ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ

れ
た
い（
14
）。

　

ま
ず
史
料
Ａ
に
よ
れ
ば
、
遷
都
三
年
目
の
延
暦
十
五
（
七
九
六
）
年
に
、

藤
原
伊
勢
人
が
東
西
両
寺
の
造
寺
長
官
に
任
命
さ
れ
た
と
あ
る
。

�
�

【
史
料
Ａ
】��『
帝
王
編
年
記
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
延
暦
十
五
年

同
十
五
年
丙
子
。
以
大
納
言
藤
原
伊
勢
人
〈
淡
海
公
曾
孫
。
巨
勢
麿

四
男
。〉
為
造
寺
長
官
。
建
立
東
西
両
寺
以
為
東
西
両
京
鎮
護
。
東

寺
南
北
二
町
。〈
南
九
条
。
北
辛
橋
。〉
東
西
二
町
。〈
東
大
宮
。
西

壬
生
。〉
西
寺
南
北
二
町
。〈
南
九
条
。
北
辛
橋
。〉
東
西
二
町
。〈
東

皇
嘉
。
西
大
宮
。〉

　

な
お
、
表
一
に
入
れ
た
よ
う
に
、
史
料
Ａ
に
先
だ
っ
て
『
東
大
寺
要

録
』
巻
六
に
は
、

東
寺

右
延
暦
十
二
年
。
歳
次
癸
酉
。
公
家
建
立
。
東
西
両
寺
。
施
入
食
封

千
戸
。

と
い
う
記
事
が
あ
る（
15
）。
が
、
赤
松
俊
秀
氏
・
た
な
か
し
げ
ひ
さ
氏
の

論
に
よ
っ
て
こ
の
記
事
は
年
号
が
誤
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い

る� （
16
）。

　

ま
た
、
史
料
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
に
は
笠
朝
臣
江

人
が
「
造
西
寺
次
官
」
と
見
え
る
。

�
�

【
史
料
Ｂ
】��『
類
聚
国
史
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
延
暦
十
六
年
四

月
四
日
条

従
五
位
上
守
民
部
大
輔
兼
行
造
西
寺
次
官
信
濃
守
笠
朝
臣
江
人
於
右

京
職
。

　

こ
れ
以
後
、
造
西
寺
長
官
・
次
官
を
任
じ
た
記
録
は
、
少
な
く
と
も
こ

の
後
弘
仁
六
（
八
一
五
）
年
ま
で
見
ら
れ
る
。
西
寺
は
一
度
に
成
っ
た
の

で
は
な
く
、
数
十
年
を
か
け
て
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
史
料
Ｃ
『
類
聚
国
史
』
に
載
せ
ら
れ
た
延
暦
十
九
（
八
〇
〇
）

年
四
月
の
勅
に
は
、
王
臣
豪
民
に
よ
る
山
林
占
有
・
伐
採
を
禁
じ
る
中
で
、

東
寺
と
西
寺
に
限
り
、
堂
を
構
え
る
為
に
巨
樹
直
木
の
伐
採
を
認
可
し
て

い
る
。
川
勝
政
太
郎
氏
を
は
じ
め
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
、
こ
れ
を
延

四
八



暦
年
間
に
東
西
二
寺
の
造
営
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
い

る
。

�
�

【
史
料
Ｃ
】��『
類
聚
国
史
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
延
暦
十
九
年
四

月
九
日
条
）

十
九
年
四
月
丁
丑
。
勅
。
山
藪
之
利
。
公
私
須
共
。
是
以
屢
下
明
制
。

重
禁
専
担
。
而
伊
賀
国
不
顧
朝
憲
。
王
臣
豪
民
広
占
山
林
。
不
許
民

採
。
国
郡
官
司
知
而
不
禁
。
妨
民
奪
利
莫
過
於
斯
。
若
慣
常
不
悛
。

科
処
如
法
。
冝
准
去
十
七
年
格
。
尽
収
還
公
。
令
百
姓
共
其
利
。
但

東
西
二
寺
。
称
搆
堂
宇
。
其
巨
樹
直
木
特
聴
禁
断
。

　

官
寺
と
し
て
東
西
二
寺
が
機
能
し
始
め
る
様
子
が
伺
え
る
の
は
、
網
氏

も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
弘
仁

四
（
八
一
三
）
年
に
は
、
東
・
西
両
寺
に
初
め
て
夏
の
安
居
が
定
め
ら
れ
、

そ
の
布
施
供
養
は
諸
大
寺
の
例
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
史
料
Ｄ
が
見
え
る
。

こ
の
安
居
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
を
も
っ
て
、「
一
応
寺
と
し
て

の
施
設
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
を
示
す
（
川
勝
氏
）」
と
見
ら
れ
て
い
る
。

�
�

【
史
料
Ｄ
】『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
弘
仁
四
年
正
月

十
九
日
条

於
東
西
二
寺
始
行
坐
夏
。
其
布
施
供
養
准
諸
大
寺
例
。

　

ま
た
、
史
料
Ｅ
に
よ
る
と
、
こ
の
坐
夏
を
遡
る
弘
仁
三
（
八
一
二
）
年

二
月
に
、
屏
風
一
帖
・
障
子
四
十
六
枚
を
東
寺
に
、
障
子
四
十
六
枚
を
西

寺
に
施
入
し
て
い
る
。
川
勝
氏
は
こ
れ
を
「
造
営
完
成
の
急
が
れ
つ
つ
あ

る
を
示
す
」、
た
な
か
氏
は
「
竣
工
へ
進
捗
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
」、
網
氏
は
「
東
西
二
寺
の
し
つ
ら
え
の
整
備
や
経
営
基

盤
の
安
定
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
」
と
見
て
、
網
氏
は
金
堂
の
一
応
の
完

成
を
こ
の
こ
ろ
と
す
る
の
が
妥
当
と
見
て
い
る（
17
）。

�
�

【
史
料
Ｅ
】��『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
弘
仁
三
年
二
月

三
日
条

屏
風
一
帖
。
障
子
四
十
六
枚
。
施
入
東
寺
。
障
子
四
十
六
枚
施
入
西

寺
。

　

次
の
史
料
Ｆ
に
よ
れ
ば
、
講
堂
新
造
仏
の
完
成
は
、
西
寺
で
は
天
長
九

（
八
三
二
）
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
で
既
に
講
堂
が
で
き
て
い
る
と

見
ら
れ
る（
18
）。

�
�

【
史
料
Ｆ
】��『
日
本
紀
略
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
天
長
九
年
七
月

五
日
条

（
天
長
九
年
）
秋
七
月
乙
未
。
西
寺
講
堂
供
養
御
願
新
造
仏
。
荘
厳

法
物
一
十
五
種
便
即
施
入
。

　

な
お
『
東
宝
記
』
で
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
天
長
二
年
、「
講
堂
」
の
記

事
中
に
西
寺
の
記
述
が
あ
る
（
表
一
の
Ｇ
）。

四
九



　

住
僧
規
定
が
制
さ
れ
る
の
は
、
史
料
Ｈ
に
よ
れ
ば
承
和
七
（
八
四
〇
）

年
で
あ
る
。

�
�

【
史
料
Ｈ
】『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
承
和
七
年
六

月
二
十
六
日
条

是
日
。
制
。
住
西
寺
僧
等
。
自
今
以
後
。
簡
廿
臘
以
上
熟
学
之
僧
。

智
行
兼
備
。
衆
所
推
譲
者
。
令
住
寺
家
。
永
為
恒
例
。

　

ま
た
、
北
院
は
す
で
に
天
長
三
（
八
二
六
）・
四
（
八
二
七
）
年
の
記

事
で
見
ら
れ
る
が
（
表
一
の
Ｉ
・
Ｊ
）、
南
院
と
し
て
滋
野
貞
主
の
道
場

が
あ
て
ら
れ
た
の
は
承
和
十
一
（
八
四
四
）
年
で
あ
る
（
Ｋ
）。

�
�

【
史
料
Ｋ
】『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
承
和
十
一
年

四
月
三
十
日
条

参
議
式
部
大
輔
従
四
位
上
滋
野
朝
臣
貞
主
。
以
在
西
寺
南
居
宅
一
区
。

捨
為
道
場
。（
略
）
望
請
便
入
西
寺
。
命
為
別
院
。
号
其
名
曰
慈
恩

院
。

　

そ
の
後
、
嘉
祥
三
（
八
五
〇
）
年
に
、
西
寺
の
刹
柱
に
落
雷
し
た
と
の

記
事
が
『
日
本
文
徳
実
録
』
に
見
ら
れ
る
（
Ｌ
）。

�
�

【
史
料
Ｌ
】『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
嘉
祥

三
年
六
月
三
日
条
）

雷
震
西
寺
刹
柱
。
剝
取
其
竿
。
中
央
一
許
丈
。

　

Ｌ
に
つ
い
て
、『
平
安
時
代
史
事
典
』
は
「
塔
の
も
の
と
み
れ
ば
、
そ

の
こ
ろ
は
造
営
中
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
一
方
で
、
追
塩
氏
は

「
嘉
祥
三
年
に
西
寺
刹
柱
に
雷
が
落
ち
て
お
り
、
刹
柱
が
塔
の
柱
と
す
れ

ば
塔
が
完
成
し
て
い
た
と
も
と
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
元
慶
六
年
（
八
八

二
）
に
西
寺
塔
の
造
営
料
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
塔
の
再
建
に
関
す

る
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
ま
だ
塔
は
未
完
成
で
あ
っ

た
と
い
う
見
解
も
あ
る
」
と
す
る（
19
）�

よ
う
に
、
完
成
し
た
も
の
か
未
完

成
な
の
か
と
い
う
点
で
諸
氏
の
見
解
が
分
か
れ
る（
20
）。

　

西
寺
僧
綱
所
の
史
料
上
の
初
見
（
Ｍ
）
は
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
で

あ
る
。

�
�

【
史
料
Ｍ
】『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
貞
観
六
年
二
月

十
六
日
条

依
式
卒
所
司
。
於
西
寺
綱
所
。
任
僧
正
已
下
。
律
師
已
上
十
六
人
。

　

こ
の
頃
ま
で
に
は
僧
綱
所
は
西
寺
に
移
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、

遍
昭
と
西
寺
と
の
接
点
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
以
後
、
西
寺
に

僧
綱
所
が
置
か
れ
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る（
21
）。

　

そ
し
て
塔
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
完
成
が
堂
宇
よ
り
も
遅
れ

た
と
い
う
説
と
、
一
度
完
成
し
た
後
に
再
建
し
た
と
い
う
意
見
と
が
あ
る

が
、
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
に
「
造
西
寺
塔
料
」
が
施
入
さ
れ
て
い

五
〇



る� （
22
）。

�
�

【
史
料
Ｎ
】『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
元
慶
六
年
六
月

二
十
六
日
条

山
城
国
稲
三
千
束
。
大
和
国
三
千
束
。
伊
賀
国
穀
二
百
五
十
斛
。
充

造
西
寺
塔
料
。

　

こ
こ
で
、
二
十
七
番
歌
解
釈
の
観
点
か
ら
、
遍
昭
の
生
き
た
時
代
に
お

け
る
西
寺
の
経
緯
を
、
改
め
て
検
討
し
直
し
た
い
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
表
一
で
は
、
▼
印
を
付
け
た
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
が
、
遍
昭
の
没
年

で
あ
る
。

　

『
古
今
集
』
二
十
七
番
歌
が
詠
ま
れ
た
時
期
は
、
遍
昭
の
出
家
後
と
す

る
説
も
あ
る（
23
）�

が
、
は
っ
き
り
し
な
い（
24
）。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
遍
昭
の
生
き
た
九
世
紀
中
盤
か
ら
後
半
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
西

寺
の
拡
大
期
で
あ
り
、
西
寺
が
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
に
あ
た

る
。
そ
の
意
味
で
、
二
十
七
番
歌
に
お
い
て
、
西
寺
の
建
立
を
「
延
暦
十

五
年
（
七
九
六
）」
と
す
る
注（
25
）�

は
、
誤
解
を
生
み
や
す
い
と
い
え
る
。

西
寺
は
、
七
九
六
年
に
「
全
て
」
が
完
成
し
た
の
で
は
な
く
、
数
十
年
を

費
や
し
、
遍
昭
の
生
き
た
時
代
を
通
し
て
、
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　

網
伸
也
氏
な
ど
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
寺
院
と
し
て
の
体
裁
を
整
え

た
の
は
早
く
て
も
嵯
峨
朝
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
九
世
紀
半
ば
以

降
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
塔
の
造
営
で
あ
る
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
表
一
で
は
▼
が
遍
昭
の
没
年
で
あ
る
が
、
嘉
祥
三
年
に

刹
柱
へ
の
落
雷
が
記
さ
れ
た
後
、
八
八
二
年
に
全
国
か
ら
造
塔
料
を
集
め

て
い
る
。
塔
は
、
史
料
番
号
Ｐ
『
醍
醐
寺
縁
起
』
に
よ
れ
ば
聖
宝
伝
に
九

〇
六
年
造
塔
と
の
記
事
が
あ
る
（
伝
承
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、
塔
に
関

わ
る
伝
承
年
と
し
て
、『
古
今
集
』
の
成
立
年
の
翌
年
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ

さ
れ
て
い
る
。
塔
の
造
成
の
記
憶
が
古
今
集
撰
述
年
と
極
め
て
近
い
こ
と

は
、『
古
今
集
』
の
詞
書
を
考
え
る
上
で
捨
象
し
が
た
い（
26
））。

　

こ
れ
ら
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
遍
昭
が
生
き
た
八
〇
〇
年
代
中
・

後
期
は
、
ま
さ
に
西
寺
の
造
営
の
拡
大
・
発
展
期
で
あ
っ
た
。

　

周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
後
、
十
世
紀
以
降
の
西
寺
は
、
正
暦
元
年
（
九

九
〇
）
に
「
西
寺
焼
亡
」
と
あ
る
記
事
（『
日
本
紀
略
』
正
暦
元
年
二
月

二
日
条
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
に
別
院
（
慈
恩

院
）
も
焼
け
（『
百
錬
抄
』）、
そ
し
て
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
に
塔
が

炎
上
（『
百
錬
抄
』）
と
、
東
寺
の
興
隆
と
は
対
比
的
に
次
第
に
衰
退
し
て

ゆ
く
。
定
家
に
よ
っ
て
『
明
月
記
』
天
福
元
（
一
二
三
三
）
年
十
二
月
二

十
五
日
条
に
、「
本
自
荒
廃
之
寺
」
と
記
さ
れ
た
こ
と（
27
）�

な
ど
も
、
象
徴

的
で
あ
ろ
う
。

五
一



五
二

【
表
一　

西
寺　

関
係
年
表
（
遍
昭
の
没
年
ま
で
を
中
心
と
し
た
）】

年

史
料

番
号

本
文　
　

〈　

〉
＝
割
注

出
典

注
記

７
９
３

（
延
暦
12
）

東
寺

右
延
暦
十
二
年
。
歳
次
癸
酉
。
公
家
建
立
。
東
西
両
寺
。

施
入
食
封
千
戸
。

『
東
大
寺
要
録
』（
筒
井
英
俊
編
、
全

国
書
房
、
一
九
四
四
年
）
巻
六　

末

寺
章

＊�

赤
松
俊
秀
氏
・
た
な
か
し
げ
ひ

さ
氏
は
こ
の
記
述
を
弘
仁
三

年
の
誤
り
と
す
る

７
９
６

（
延
暦
15
）

Ａ

同
十
五
年
丙
子
。
以
大
納
言
藤
原
伊
勢
人
〈
淡
海
公
曾

孫
。
巨
勢
麿
四
男
。〉
為
造
寺
長
官
。
建
立
東
西
両
寺
以
為

東
西
両
京
鎮
護
。
東
寺
南
北
二
町
。〈
南
九
条
。
北
辛
橋
。〉

東
西
二
町
。〈
東
大
宮
。
西
壬
生
。〉
西
寺
南
北
二
町
。〈
南

九
条
。
北
辛
橋
。〉
東
西
二
町
。〈
東
皇
嘉
。
西
大
宮
。〉　

『
帝
王
編
年
記
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）

造
寺
司
の
名
が
見
ら
れ
る
記
事

（
以
下
、
造
寺
司
関
連
記
事
）

＊�

川
勝
政
太
郎
氏
は
伊
勢
人
に

つ
い
て
は
不
審
と
み
る

７
９
６

（
延
暦
15
）

一　

東
寺
草
創
事

或
記
云
、
桓
武
天
皇
御
宇
延
暦
十
三
年
〈
甲
戌
〉
平
安
城

遷
都
、
同
十
五
年
〈
丙
子
〉
以
大
納
言
伊
勢
人
為
造
寺
長

官
、
建
東
西
両
寺
、
近
則
左
右
二
京
之
安
鎮
、
遠
又
東
西

両
国
之
衛
護
也
云
々
、

『
東
宝
記
』（
続
々
群
書
類
従
十
二
）

第
一

造
寺
官
関
連

７
９
７

（
延
暦
16
）

Ｂ

夏
四
月
己
未
。（
略
）
従
五
位
上
守
民
部
大
輔
兼
行
造
西
寺

次
官
信
濃
守
笠
朝
臣
江
人
於
右
京
職
。

『
類
聚
国
史
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
延
暦
十
六
年
四
月
四
日
条

造
寺
司
関
連

７
９
７

（
延
暦
16
）

延
暦
十
六
年
十
二
月
十
日

従
五
位
上
守
大
輔
兼
行
造
西
寺
長
官
笠
朝
臣
江
人

『
天
台
霞
標
』（
平
安
遺
文
）
所
収
治

部
省
符　

延
暦
十
六
年
十
二
月
十
日

造
寺
官
関
連



五
三

７
９
７

（
延
暦
16
）

（
承
和
十
年
七
月
二
十
三
日
藤
原
朝
臣
緒
嗣
薨
去
記
事
中

に
お
い
て
）
十
六
年
（
略
）
兼
出
雲
守
。
造
西
寺
長
官
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
七
月
二

十
三
日
条

造
寺
官
関
連

８
０
０

（
延
暦
19
）

Ｃ

十
九
年
四
月
丁
丑
。
勅
。
山
藪
之
利
。
公
私
須
共
。
是
以

屢
下
明
制
。
重
禁
専
担
。
而
伊
賀
国
不
顧
朝
憲
。
王
臣
豪

民
広
占
山
林
。
不
許
民
採
。
国
郡
官
司
知
而
不
禁
。
妨
民

奪
利
莫
過
於
斯
。
若
慣
常
不
悛
。
科
処
如
法
。
冝
准
去
十

七
年
格
。
尽
収
還
公
。
令
百
姓
共
其
利
。
但
東
西
二
寺
。

称
搆
堂
宇
。
其
巨
樹
直
木
特
聴
禁
断
。

『
類
聚
国
史
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
延
暦
十
九
年
四
月
九
日
条

巨
樹
直
木
の
伐
採
認
可

８
０
４

（
延
暦
23
）

外
従
五
位
下
日
下
部
得
足
為
造
西
寺
次
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
延
暦
二
十
三
年
四
月
八
日
条

造
寺
官
関
連

８
０
４

（
延
暦
23
）

遣
征
夷
大
将
軍
従
三
位
行
近
衛
中
将
兼
造
西
寺
長
官
陸
奥

出
羽
按
察
使
陸
奥
守
勳
二
等
坂
上
大
宿
禰
田
村
麻
呂
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
延
暦
二
十
三
年
八
月
七
日
条

造
寺
官
関
連

８
０
４

（
延
暦
23
）

外
従
五
位
下
檜
原
宿
禰
鑃
作
為
造
西
寺
次
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
延
暦
二
十
三
年
八
月
二
十
八
日

条

造
寺
官
関
連

８
０
６

（
大
同
元
）

外
従
五
位
下
行
造
西
寺
次
官
兼
木
工
少
工
秦
宿
禰
都
伎
麻
呂

『
東
南
院
文
書
』（
平
安
遺
文
）
大
同

元
年
七
月
十
五
日

造
寺
官
関
連

８
０
８

（
大
同
3
）

従
五
位
上
藤
原
朝
臣
鷹
養
為
造
西
寺
長
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
大
同
三
年
十
一
月
二
十
七
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
０

（
弘
仁
元
）

従
五
位
下
秋
篠
朝
臣
全
継
為
造
西
寺
次
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
元
年
九
月
十
六
日
条

造
寺
官
関
連



五
四

８
１
０

（
弘
仁
元
）

従
五
位
下
田
中
朝
臣
清
人
為
造
西
寺
長
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
元
年
九
月
二
十
七
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
１

（
弘
仁
2
）

正
五
位
下
三
嶋
真
人
年
継
為
造
西
寺
長
官
。
従
五
位
下
藤

原
朝
臣
文
山
為
次
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
二
年
正
月
十
一
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
１

（
弘
仁
2
）

造
西
寺
次
官
従
五
位
下
秦
宿
祢
都
伎
麻
呂
為
兼
伯
耆
権
介
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
二
年
四
月
五
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
２

（
弘
仁
3
）

Ｅ

屏
風
一
帖
。
障
子
四
十
六
枚
。
施
入
東
寺
。
障
子
四
十
六

枚
施
入
西
寺
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
三
年
二
月
三
日
条

＊�

東
西
二
寺
へ
の
し
つ
ら
え
の

整
備
や
経
営
基
盤
の
安
定
化

／
網
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
こ
ろ

金
堂
院
完
成
か
と
見
る
（
た

だ
し
『
角
川
地
名
』
で
は
金

堂
の
造
営
竣
工
は
弘
仁
五
、

六
年
、
追
塩
氏
も
別
論
、
た

な
か
氏
は
弘
仁
十
年
前
後
、

『
国
史
大
辞
典
』
で
は
八
二
〇

年
代
に
金
堂
が
成
っ
た
、
と

す
る
）

８
１
２

（
弘
仁
3
）

官
家
功
徳
封
物
。
停
収
東
大
寺
。
収
造
東
西
二
寺
諸
司
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
三
年
十
月
二
十
八
日
条

官
家
功
徳
分
封
物

８
１
２

（
弘
仁
3
）

贈
四
品
布
勢
内
親
王
墾
田
七
百
七
十
二
町
施
入
東
西
二
寺
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
三
年
十
一
月
二
十
七
日
条



五
五

８
１
３

（
弘
仁
4
）

Ｄ

於
東
西
二
寺
始
行
坐
夏
。
其
布
施
供
養
准
諸
大
寺
例
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
四
年
正
月
十
九
日
条

夏
安
居

８
１
３

（
弘
仁
4
）

嵯
峨
天
皇
弘
仁
四
年
正
月
癸
酉
。
於
東
西
二
寺
。
始
行
坐

夏
。
其
布
施
供
養
准
諸
大
寺
例
。

『
類
聚
国
史
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
四
年
正
月
十
九
日
条

夏
安
居

８
１
４

（
弘
仁
5
）

従
五
位
下
藤
原
朝
臣
永
貞
為
造
西
寺
長
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
五
年
七
月
二
十
六
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
４

（
弘
仁
5
）

従
五
位
下
藤
原
朝
臣
永
貞
為
陰
陽
頭
。（
略
）
従
五
位
上
安

倍
朝
臣
浄
足
為
造
西
寺
長
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
五
年
八
月
二
十
八
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
４

（
弘
仁
5
）

従
五
位
下
紀
朝
臣
貞
成
為
造
西
寺
次
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
五
年
九
月
七
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
４

（
弘
仁
5
）

正
五
位
下
安
倍
朝
臣
真
勝
為
造
西
寺
長
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
五
年
十
一
月
十
一
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
５

（
弘
仁
6
）

従
五
位
下
秋
篠
朝
臣
全
嗣
為
造
西
寺
長
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
六
年
正
月
十
二
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
５

（
弘
仁
6
）

外
従
五
位
下
広
澄
宿
祢
福
麻
呂
為
造
西
寺
次
官
。

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
弘
仁
六
年
八
月
十
日
条

造
寺
官
関
連

８
１
８

（
弘
仁
9
）

西
寺　

桓
武
天
皇
御
宇
延
暦
六
年
〈
丁
卯
〉
造
之　

弘
仁

九
年
二
月
乙
未
西
寺
講
堂
供
養
御
願
造
仏
荘
厳
法
物
一
十

五
種
便
即
施
入

『
伊
呂
波
字
類
抄
』（
正
宗
敦
夫
編

『
伊
呂
波
字
類
抄
』
風
間
書
房
、
一
九

五
五
年
）
巻
八 

左 

諸
寺
（
十
巻

本
）

西
寺
講
堂
供
養

＊�

た
だ
し
、
た
な
か
氏
は
こ
れ

を
天
長
九
年
の
誤
り
と
す
る



五
六

８
２
４

（
天
長
元
）

施
東
西
両
寺
並
○マ
マ

大
寺
及
五
畿
内
諸
寺
常
住
僧
尼
也
。

『
日
本
紀
略
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
天
長
元
年
九
月
二
十
七
日
条

＊�

追
塩
氏
に
よ
れ
ば
、「
僧
侶
に

よ
る
寺
の
運
営
が
な
さ
れ
て

い
た
」

８
２
５

（
天
長
2
）

Ｇ

講
堂

（
略
）

御
筆
図
帳

東
寺
新
定
講
堂
図
〈
西
寺
亦
准
此
〉

（
略
）

天
長
二
年
四
月
二
十
日
、
勅
使
所
定
如
図
、

（
略
）

東
寺　

別
当
少
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
空
海

西
寺　

別
当
律
師
伝
燈
大
法
師
位
歳
栄

『
東
宝
記
』（
続
々
群
書
類
従
十
二
）

第
一

「
講
堂
」
の
記
事
に
西
寺
の
記

述

８
２
６

（
天
長
3
）

奉
為
柏
原
天
皇
、
於
西
寺
限
七
箇
日
、
説
法
華
経

『
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
天
長
三
年
三
月
十
日
条

柏
原
天
皇
（
桓
武
天
皇
）
の
為

に
、
七
箇
日
の
法
華
経

８
２
６

（
天
長
3
）

奉
為
柏
原
天
皇
。
於
西
寺
限
七
箇
日
。
説
法
華
経
。

『
日
本
紀
略
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
天
長
三
年
三
月
十
日
条

同
右

８
２
６

（
天
長
3
）

Ｉ

（
天
長
）
四
年
五
月
七
日
入
滅
。
於
中
京
西
寺
北
院
奄
然

而
化
。
生
年
七
十
四
。

僧
綱
補
任
第
一（『
大
日
本
仏
教
全
書
』

一
二
三
』
潮
書
房
、
一
九
三
一
年
）

勤
操
（
西
寺
別
当
）
が
住
房
の

北
院
で
没

８
２
７

（
天
長
4
）

Ｊ

天
長
帝
又
擢
之
主
西
寺
幹
事
。（
略
）
天
長
四
年
五
月
七

日
。
終
西
寺
北
院
。
年
七
十
。

『
元
亨
釈
書
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
石
淵
寺
勤
操
伝

北
院
（
同
上
）　



五
七

８
２
７

（
天
長
4
）

公
、
智
に
し
て
弁
な
り
、
恭
に
し
て
謙
な
り
、
人
を
導
く

に
倦
ま
ず
、
物
を
済
ふ
に
方
便
あ
る
を
以
て
、
之
を
大
僧

都
に
擢
い
で
て
造
西
寺
に
転
ず
。（
略
）
天
長
四
年
五
月
七

日
を
以
て
中
京
西
寺
の
北
院
に
し
て
奄
然
と
し
て
化
す
。

『
性
霊
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

巻
十

同
右

８
３
２

（
天
長
9
）

Ｆ

西
寺
講
堂
供
養
御
願
新
造
仏
。
荘
厳
法
物
一
十
五
種
便
即

施
入
。

『
日
本
紀
略
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
天
長
九
年
七
月
五
日
条

講
堂
供
養

８
３
４

（
承
和
元
）

吼
説
仁
王
経
於
紫
宸
殿
。
常
寧
殿
及
建
礼
門
。
八
省
院
諸

堂
。
宮
城
諸
司
諸
局
。
東
西
寺
並
□
（
南
あ
る
い
は
市
に

作
る
諸
本
あ
り
）
羅
城
門
。
惣
是
百
講
座
也
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
元
年
六
月
十
五
日
条

仁
王
経
を
講
説

８
３
６

（
承
和
3
）

授
造
西
寺
匂
当
僧
九
口
位
一
階
。
但
伝
灯
住
位
明
遠
二
階
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
三
年
三
月
十
三
日
条

造
西
寺
司
の
匂
当
僧
九
人
に
位

一
階
、
伝
灯
住
位
僧
明
遠
に
二

階
を
授
け
る

８
３
６

（
承
和
3
）

冝
告
東
西
二
寺
並
十
三
大
寺
。
畿
内
諸
寺
。
転
読
経
王
。

令
祈
甘
雨
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
三
年
六
月
朔
日
条

転
読
経
王
に
よ
る
祈
雨

８
３
７

（
承
和
4
）

冝
令
梵
釈
。
崇
福
。
東
西
両
寺
。
東
大
寺
。
興
福
。
新

薬
。
元
興
。
大
安
。
薬
師
。
西
大
寺
。
招
提
。
本
元
興
。

弘
福
。
法
隆
。
四
天
王
。
延
暦
。
神
護
。
聖
神
。
常
住
等

二
十
ヶ
寺
。
毎
旬
輪
転
。
自
五
月
上
旬
。
迄
八
月
上
旬
。

誓
願
薫
修
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
四
年
四
月
二
十
五
日
条

五
月
上
旬
か
ら
八
月
上
旬
ま
で

誓
願
薫
修

８
３
９

（
承
和
6
）

令
東
西
両
寺
講
読
般
若
心
経
。
以
彗
星
頻
見
也
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
六
年
二
月
十
五
日
条

彗
星
の
出
現
に
よ
る
般
若
心
経

講
読



五
八

８
４
０

（
承
和
7
）

Ｈ

是
日
。
制
。
住
西
寺
僧
等
。
自
今
以
後
。
簡
廿
臘
以
上
熟

学
之
僧
。
智
行
兼
備
。
衆
所
推
譲
者
。
令
住
寺
家
。
永
為

恒
例
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
七
年
六
月
二
十
六
日
条

住
僧
規
定

８
４
４

（
承
和
11
）

Ｋ

参
議
式
部
大
輔
従
四
位
上
滋
野
朝
臣
貞
主
。
以
在
西
寺
南

居
宅
一
区
。
捨
為
道
場
。（
略
）
望
請
便
入
西
寺
。
命
為
別

院
。
号
其
名
曰
慈
恩
院
。

『
続
日
本
後
紀
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
承
和
十
一
年
四
月
三
十
日
条

西
寺
の
南
、
滋
野
貞
主
の
構
え

た
道
場
を
西
寺
に
入
れ
て
別
院

に
（
慈
恩
院
）

８
５
０

（
嘉
祥
3
）

Ｌ

雷
震
西
寺
刹
柱
。
剝
取
其
竿
。
中
央
一
許
丈
。

『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』（
新
訂
増
補

国
史
大
系
）
嘉
祥
三
年
六
月
三
日
条

西
寺
刹
柱
に
落
雷

８
６
０

（
貞
観
2
）

文
徳
天
皇
国
忌
。
始
修
西
寺
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
二
年
八
月
二
十
七
日
条

文
徳
天
皇
の
国
忌

８
６
３

（
貞
観
5
）

勅
以
新
銭
一
千
貫
文
。
施
入
諸
大
寺
。
充
修
理
料
。
中
宮

鐵
一
千
廷
加
充
同
料
。
東
大
寺
。
興
福
寺
。
元
興
寺
。
大

安
寺
。
薬
師
寺
。
西
大
寺
各
銭
百
貫
。（
略
）
梵
釈
寺
。
比

叡
西
塔
院
。
東
寺
。
西
寺
各
銭
十
五
貫
。
鐵
十
五
廷
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
五
年
七
月
二
十
七
日
条

修
理
料
施
入

８
６
４

（
貞
観
6
）

Ｍ

勅
遣
参
議
大
蔵
卿
正
四
位
下
源
朝
臣
生
。
従
五
位
上
行
少

納
言
兼
侍
従
藤
原
朝
臣
諸
葛
等
。
依
式
卒
所
司
。
於
西
寺

綱
所
。
任
僧
正
已
下
。
律
師
已
上
十
六
人
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
六
年
二
月
十
六
日
条

西
寺
の
僧
綱
所
の
初
見

８
６
５

（
貞
観
7
）

勅
以
薬
師
寺
僧
壱
演
為
権
僧
正
。
遣
参
議
従
四
位
下
守
右

大
弁
兼
行
播
磨
権
守
大
枝
朝
臣
音
人
。
従
五
位
上
行
少
納

言
兼
侍
従
良
岑
朝
臣
経
世
。
率
所
司
向
西
寺
綱
所
宣
制
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
七
年
九
月
五
日
条

勅
使
を
西
寺
綱
所
に
派
遣



五
九

８
６
６

（
貞
観
8
）

図
書
寮
置
寮
掌
一
員
把
笏
。
以
真
言
宗
僧
任
東
寺
三
綱
。

経
階
業
者
任
西
寺
三
綱
。
永
以
為
例
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
八
年
三
月
朔
日
条

＊�

「
こ
う
し
た
事
例
よ
り
、
東
寺

か
ら
西
寺
の
別
当
・
三
綱
に

な
る
道
は
一
つ
の
出
世
コ
ー

ス
で
あ
っ
た
、
と
い
う
解
釈

は
可
能
で
あ
る
」（
追
塩
氏
）

８
６
６

（
貞
観
8
）

東
西
両
寺
及
五
畿
七
道
。
転
読
仁
王
般
若
経
。
以
応
天
門

火
。
消
餘
殃
也
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
八
年
四
月
二
十
六
日
条

応
天
門
の
火
に
よ
り
転
読
任
王

般
若
経

８
６
８

（
貞
観
10
）

太
政
官
符

応
最
勝
会
立
義
得
第
僧
請
用
諸
寺
安
居
講
師
事

新
薬
師
寺　

法
華
寺　

招
提
寺　

弘
福
寺　

本
元
興
寺　

祟
福
寺　

西
寺　

海
龍
王
寺　

龍
葢
寺　

右
得
治
部
省
解
偁
。
玄
蕃
寮
解
偁
。

『
類
聚
三
代
格
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
十
年
十
月
四
日

８
６
９

（
貞
観
11
）

勅
命
乎
曰
。
遣
参
議
正
四
位
下
行
左
大
弁
大
江
朝
臣
音

人
。
従
五
位
上
行
少
納
言
兼
侍
従
和
気
朝
臣
彜
範
。
従
五

位
上
守
右
少
弁
藤
原
朝
臣
千
乗
等
。
率
所
司
。
向
西
寺
綱

所
宣
制
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
十
一
年
正
月
二
十
七
日
条

綱
所

８
７
０

（
貞
観
12
）

遣
大
僧
都
法
眼
和
上
位
慧
達
。
従
儀
師
伝
灯
満
位
僧
徳

貞
。（
略
）
西
寺
権
別
当
伝
灯
法
師
位
道
隆
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
貞
観
十
二
年
七
月
二
十
日
条

西
寺
権
別
当

８
７
９

（
元
慶
3
）

遣
参
議
刑
部
卿
正
四
位
下
兼
行
勘
解
由
長
官
近
江
守
菅
原

朝
臣
是
善
。
大
学
頭
従
五
位
上
兼
守
左
少
弁
巨
勢
朝
臣
文

雄
。
少
納
言
兼
侍
従
従
五
位
下
橘
朝
臣
春
行
於
西
寺
綱
所
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
元
慶
三
年
十
月
二
十
三
日
条

綱
所　

＊
扶
桑
略
記
に
も
ほ
ぼ

同
文
あ
り



六
〇

８
８
２

（
元
慶
6
）

Ｎ

山
城
国
稲
三
千
束
。
大
和
国
三
千
束
。
伊
賀
国
穀
二
百
五

十
斛
。
充
造
西
寺
塔
料
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
元
慶
六
年
六
月
二
十
六
日
条

造
西
寺
塔
料

８
８
３

（
元
慶
7
）

率
治
部
玄
蕃
官
人
。
向
西
寺
綱
所
任
之
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
元
慶
七
年
十
月
七
日
条

綱
所

８
８
５

（
仁
和
元
）

是
日
。
修
仁
王
会
。
始
自
紫
宸
殿
。
諸
殿
諸
司
。
十
二

門
。
羅
城
門
。
東
西
寺
合
三
十
二
所
。
及
五
畿
内
七
道
諸

国
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
仁
和
元
年
四
月
二
十
六
日
条

仁
王
会

８
８
５

（
仁
和
元
）

西
寺
献
白
雀
一
。

『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
仁
和
元
年
七
月
十
四
日
条

８
９
０

（
寛
平
2
）

Ｏ

▼
遍
照　

没

９
０
２

（
延
喜
2
）

太
政
官
符

応
置
守
韓
橋
丁
二
人
事

右
得
造
彼
橋
預
西
寺
別
当
伝
灯
大
法
師
位
命
携
牒
状
偁
。

『
類
聚
三
代
格
』（
新
訂
増
補
国
史
大

系
）
延
喜
二
年
七
月
五
日

西
寺
別
当
／
韓
橋
管
理

９
０
６

（
延
喜
6
）

Ｐ

此
日　

太
上
法
皇
行
幸
。
為
西
寺
別
当
。
始
造
宝
塔
。
建

心
柱
日
法
皇
行
幸
。
未
畢
功
造
。
於
塔
下
造
十
二
尊
像
。

『
醍
醐
寺
縁
起
』（
群
書
類
従
二
十
四
）

造
塔

９
０
６

（
延
喜
6
）

律
師
聖
宝
得
代
々
公
験
僧
正
。（
略
）
延
喜
六
年
七
十
五
任

僧
正
。
所
造
東
寺
。
西
寺
。
醍
醐
。
興
福
寺
地
蔵
堂
。
金

峯
山
。
東
大
寺
中
門
二
王
。
如
是
皆
僧
正
所
分
也
。

※
「
西
」
に
つ
い
て
、「
原
作
留
、
據
同
上
改
」
ト
注
記
ア

リ

『
東
大
寺
要
録
』（
筒
井
英
俊
編
、
全

国
書
房
、
一
九
四
四
年
）
巻
六



　

し
か
し
な
が
ら
九
世
紀
の
西
寺
と
は
、
平
安
京
に
生
き
る
人
々
に
と
っ

て
、
羅
城
門
と
並
ぶ
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
、
平
安
京
の
都
の
南

端
に
新
た
な
大
き
な
建
造
物
が
で
き
て
い
く
、
そ
ん
な
西
寺
の
歴
史
の
中

で
も
華
々
し
い
発
展
期
の
時
代
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い� （
28
）。
時
代
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
二
十
七
番
歌
の
詞
書
の
背
景
に
は
、

む
し
ろ
発
展
し
つ
つ
あ
る
西
寺
と
い
う
風
景
を
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。

四
、
解
釈
へ
の
逆
照
射

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
九
世
紀
の
西
寺
が
発
展
期
・
拡
大
期
に

あ
り
、
西
寺
に
伸
展
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
印
象

は
古
今
集
二
十
七
番
歌
の
解
釈
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
で
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
指

摘
が
あ
る
通
り
「
春
の
柳
」
に
対
す
る
感
動
で
あ
る
。
五
句
の
「
や
な
ぎ

か
」
の
「
か
」
が
感
動
の
表
現
を
表
す
助
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
た

「
あ
さ
み
ど
り
」
と
い
う
語
の
印
象
か
ら
し
て
も
、
若
々
し
く
み
ず
み
ず

し
い
春
の
柳
の
美
こ
そ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
二
十
七
番
歌
の
四
五
句
を
「
玉
に
も
ぬ
け
る
春

の
青
柳
」「
玉
に
も
ぬ
く
か
春
の
青
柳
」
と
す
る
異
文
が
あ
る（
29
）�

が
、

『
古
今
集
』
配
列
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
い
ず
れ
も
歌
の
主
眼
は
「
春
の

柳
」
に
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
春
の
柳
に
、
遍
昭
は
、「
白
露
」
と
い
う
、
元
来
は
秋
の
も
の
と

し
て
類
型
化
さ
れ
て
き
た
語
を
合
わ
せ
て
い
る
。
新
大
系
の
注
や
、
前
出

注
3
の
阿
満
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
白
露
」
は
そ
も
そ
も
「
秋
」
の

景
物
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
『
万
葉
集
』
四
三
一
二
（
大
伴
家

持
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

秋
草
に　

置
く
白
露
の　

飽
か
ず
の
み　

相
見
る
も
の
を　

月
を
し

待
た
む�

（
新
編
全
集
）

　

『
古
今
集
』
に
お
い
て
も
、
二
十
七
番
歌
を
の
ぞ
け
ば
「
白
露
」
は
す

べ
て
秋
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
秋
の
景
物
と
し
て
認
識
が
共
有
さ
れ
る

中
で
、
遍
昭
が
異
例
と
も
い
え
る
「
春
」
の
「
白
露
」
を
詠
ん
だ
理
由
は
、

阿
満
氏
の
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、「
浅
緑
」
と
「
白
露
」
と
い
う
色
彩
を

表
す
語
を
対
比
さ
せ
る
意
識
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、

「
秋
」
の
景
物
を
「
春
」
の
景
物
と
し
て
詠
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

春
の
美
し
さ
を
理
知
的
な
発
想
で
発
見
す
る
と
い
う
古
今
集
ら
し
い
美
の

表
象
も
、
意
図
の
一
つ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
遍
昭
の

息
・
素
性
に
よ
る
、
同
じ
『
古
今
集
』
巻
第
一
、
春
歌
上
、
五
十
六
番
の

六
一



�
�

花
ざ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る

み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮
こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

�

（『
新
編
国
歌
大
観
』）

と
も
同
様
の
発
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
五
十
六
番
歌
に
お
け
る
、
錦
と
い

え
ば
秋
の
も
の
と
い
う
類
型
を
踏
ま
え
た
上
で
の
、「
春
の
錦
」
の
発

見� （
30
）�

と
同
じ
く
、
二
十
七
番
歌
に
も
秋
か
ら
春
へ
の
詠
み
替
え
と
い
う

機
知
が
あ
る
。

　

秋
の
類
型
を
敢
え
て
逸
脱
し
た
先
に
、
積
極
的
に
春
の
美
を
見
い
だ
す
、

古
今
的
な
理
知
的
表
現
に
よ
っ
て
、
春
の
も
の
と
し
て
新
た
に
意
識
さ
れ

た
白
露
が
光
る
、
柳
の
春
の
美
し
さ
を
歌
う
歌
に
、
詞
書
で
は
西
寺
と
い

う
、
今
ま
さ
に
伸
び
ゆ
く
盛
り
の
寺
が
背
景
と
し
て
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
発
展
期
の
西
寺
は
、
こ
の
歌
で
感
嘆
の
対
象
と
な
る
柳
の
、
若
々

し
く
、
み
ず
み
ず
し
く
、
ま
た
伸
び
や
か
な
「
春
の
美
」
へ
の
感
動
を
表

現
す
る
た
め
の
景
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

西
寺
が
発
展
期
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
遍
昭
に
と
っ
て
も
、
ま
た
『
古

今
和
歌
集
』
の
撰
述
に
関
わ
っ
た
人
々
に
と
っ
て
も
、
同
時
代
的
に
共
有

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
か
に
も
、
春
の
柳
と
い
う
主
題
に
似
合

う
場
と
し
て
、
二
十
七
番
歌
詞
書
の
背
景
に
は
、
当
時
の
西
寺
の
伸
び
ゆ

く
伸
展
性
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
武
田
早
苗
氏
に
よ
っ
て
、
柳
が
都
大
路
に
お
い
て
、

都
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
側
面
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
し
た
い
。
催
馬
楽
「
浅
緑
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

浅
緑　

濃
い
縹　

染
め
か
け
た
り
と
も　

見
る
ま
で
に　

玉
光
る　

下
光
る　

新
京
朱
雀
の　

し
だ
り
柳　

ま
た
は
た
井
と
な
る　

前
栽

秋
萩　

撫
子
蜀
葵　

し
だ
り
柳�

（
新
編
全
集
）

や
は
り
「
あ
さ
み
ど
り
」
で
始
ま
る
こ
の
歌
は
、
遍
昭
が
意
識
し
た
か
否

か
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
緑
の
柳
と
玉
と
を
対
比
さ
せ
る
点
で
、
非
常

に
遍
昭
歌
と
似
通
っ
た
表
現
を
持
つ
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、

新
京
朱
雀
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
柳
が
描
か
れ
る
。
武
田
氏
が
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
柳
は
新
京
を
代
表
す
る
植
物
で
あ
っ
た
。
な
お
、
催
馬

楽
十
五
番
「
大
路
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

大
路
に　

沿
ひ
て
上
れ
る　

青
柳
が
花
や　

青
柳
が
花
や　

青
柳
が　

撓
ひ
を
見
れ
ば　

今
盛
り
な
り
や　

今
盛
り
な
り
や�

（
新
編
全
集
）

こ
こ
で
も
や
は
り
新
た
な
京
、
す
な
わ
ち
平
安
京
を
描
く
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
柳
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
都
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
る
伝
統
的
題

材
で
あ
り
、
大
宮
人
、
都
を
想
起
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
そ
の
類

型
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

・『
万
葉
集
』
一
八
五
二
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も
も
し
き
の　

大
宮
人
の　

か
づ
ら
け
る　

し
だ
り
柳
は　

見
れ
ど

飽
か
ぬ
か
も�

（
新
編
全
集
）

　
　

・『
万
葉
集
』
四
一
四
二
番

　

二
日
に
、
柳
黛
を
攀
ぢ
て
京
師
を
思
ふ
歌
一
首

春
の
日
に　

萌
れ
る
柳
を　

取
り
持
ち
て　

見
れ
ば
都
の　

大
路
し

思
ほ
ゆ�

（
新
編
全
集
）

　

こ
の
よ
う
に
、
柳
は
「
都
」「
大
宮
人
」「
新
京
」
な
ど
と
親
和
性
の
あ

る
景
物
と
し
て
歌
わ
れ
て
き
た
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
柳
は
、
都
の
新
し
い

象
徴
で
あ
る
場
と
と
も
に
謡
わ
れ
る
の
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。
遍
昭

の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
西
寺
は
、
新
し
い
京
の
発
展
を
象
徴
す
る
場

所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ま 

と 

め

　

本
稿
で
は
、
西
寺
に
関
わ
る
史
料
を
、
主
に
そ
の
造
営
開
始
か
ら
『
古

今
和
歌
集
』
成
立
の
翌
年
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
に
わ
た
る
時
間
軸
を
と
っ

て
整
理
し
直
し
、
西
寺
が
こ
の
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
た
背
景
と
し
て
見
逃
す

こ
と
が
で
き
な
い
点
、
す
な
わ
ち
九
世
紀
の
西
寺
が
堂
舎
を
徐
々
に
拡
大

さ
せ
な
が
ら
組
織
も
構
築
さ
せ
て
い
く
伸
展
期
に
当
た
っ
て
い
る
点
を
見

直
し
た
。

　

西
寺
に
お
け
る
、
従
来
の
「
平
安
時
代
も
早
々
に
衰
退
し
た
寺
」
と
い

う
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
今
集
二
十
七
番
歌
を
読
む
上
で
は
、
解
釈

の
邪
魔
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
西
寺
は
鴻
臚
館
を
前
身

と
す
る
と
い
う
、
中
世
以
来
の
注
釈
の
前
提
は
、
ひ
と
ま
ず
白
紙
に
戻
す

必
要
が
あ
る
。

　

西
寺
と
は
、
遍
昭
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
発
展
期
の
伽
藍

で
あ
り
、
伸
展
性
と
い
う
論
理
を
内
包
し
た
景
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
の

焦
点
と
な
っ
て
い
る
春
の
柳
と
、
西
寺
と
は
、
若
々
し
く
伸
び
や
か
な
息

吹
が
感
じ
ら
れ
る
点
で
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
万
葉
以
来
、「
秋
の
景

物
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
き
た
「
白
露
」
を
敢
え
て
春
の
景
物
と
し
て
詠
み

替
え
た
点
に
、
二
十
七
番
歌
の
表
現
の
新
し
さ
が
あ
る
。
そ
の
理
知
的
表

現
に
よ
っ
て
切
り
出
さ
れ
た
、
春
の
柳
と
い
う
主
題
は
、
春
の
白
露
が
光

る
柳
と
、
西
寺
と
い
う
伸
び
ゆ
く
伸
展
性
を
帯
び
た
背
景
と
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
よ
り
印
象
的
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
効
果
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
西
寺
と
い
う
背
景
は
、
春
ら
し
い
柳
の
美
し
さ
、
伸
び
や
か
さ
を

印
象
付
け
る
と
い
う
効
果
を
演
出
し
う
る
場
所
と
し
て
、
遍
昭
の
生
き
た

当
時
の
平
安
京
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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〔
付
記
〕
本
稿
は
、
同
志
社
大
学
大
学
院
に
お
け
る
「
山
城
名
勝
志
を
読

む
会
」
で
の
発
表
（
二
〇
〇
八
年
十
二
月
二
日
）
お
よ
び
同
志
社
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
の
大
学
院
演
習
（
二
〇
〇
九
年
一
月
二
十
四
日
）
の
内

容
を
基
に
し
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
廣
田

収
先
生
、
竹
居
明
男
先
生
、
駒
木
敏
先
生
、
岩
坪
健
先
生
、
植
木
朝
子
先

生
、
川
嶋
美
貴
子
氏
、
ま
た
舘
野
文
昭
氏
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

注

（
1
）��

本
文
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
、
底
本

は
伊
達
家
旧
蔵
本
）
に
よ
っ
た
。

（
2
）��『
私
家
集
大
成　

中
古
Ⅰ
』（
和
歌
史
研
究
会
、
明
治
書
院
、
一
九

七
三
年
、
底
本
は
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
集
）

（
3
）��

佐
伯
梅
友
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
今
和
歌
集
』（
岩

波
書
店
、
一
九
五
八
年
）、
松
田
武
夫
氏
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』

（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
）、
小
沢
正
夫
氏
校
注
『
日
本
古
典
文

学
全
集　

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
七
一
年
）、
奥
村
恒
哉

氏
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

古
今
和
歌
集
』（
新
潮
社
、
一

九
七
八
年
）、
久
曽
神
昇
氏
校
注
『
講
談
社
学
術
文
庫　

古
今
和

歌
集
』（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）、
小
町
谷
照
彦
氏
「
古
今
和
歌

集
評
釈
・
二
十　

青
柳
の
糸
よ
り
か
く
る
」（『
国
文
学
』
二
九
・

一
〇
号
、
一
九
八
四
年
八
月
）、
小
沢
正
夫
氏
・
松
田
成
穂
氏
校

注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一

九
九
四
年
）、
阿
満
誠
一
氏
「
古
今
和
歌
集
二
七
番
「
浅
緑
糸
よ

り
か
け
て
」
の
歌
の
解
釈
」（『
九
州
産
業
大
学
国
際
文
化
学
部
紀

要
』
三
、
一
九
九
五
年
七
月
）、
片
桐
洋
一
氏
『
古
今
和
歌
集
全

六
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評
釈
』）
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）、
武
田
早
苗
氏
「
古
今
集
に
み

る
僧
正
遍
昭
」（『
平
安
文
学
史
論
考
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九

年
）、
高
田
祐
彦
氏
『
新
版
古
今
和
歌
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、

二
〇
〇
九
年
）、
小
町
谷
照
彦
氏
『
古
今
和
歌
集
』（
ち
く
ま
学
芸

文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）、
廣
田
収
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
風

景
史�

―�

景
物
か
ら
原
風
景
へ
」（『
文
学
史
と
し
て
の
源
氏
物

語
』
所
収
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。
ま
た
『
遍
昭
集
』

の
側
か
ら
阿
部
俊
子
氏
『
遍
昭
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
、

風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
）、
室
城
秀
之
氏
『
遍
昭
集
』（
和
歌
文

学
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）
も
詞
書
の
寺
を
京
都
の
西

寺
と
す
る
。
な
お
、『
遍
昭
集
』
二
番
詞
書
に
つ
い
て
は
、
旧
称

書
陵
部
蔵
桂
宮
本
に
お
い
て
「
に
し
て
ら
の
や
な
ぎ
を
」
を
「
ナ

シ
」
と
す
る
以
外
に
、
異
同
は
な
い
（
阿
部
俊
子
氏
『
遍
昭
集
全

釈
』）。『
古
今
集
』
の
ほ
う
は
、「
西
大
寺
」
に
つ
い
て
「
に
し
て

ら
」「
西
寺
の
大
寺
（「
寺
」
に
ミ
セ
ケ
チ
）」「
に
し
の
お
ほ
て

ら
」
と
す
る
異
同
が
あ
る
（『
古
今
集
校
本
』）。
ま
た
、
西
寺
を

「
西
大
寺
」
と
い
う
例
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
な
か
し

げ
ひ
さ
氏
「
に
し
寺
興
亡
の
研
究
（
三
）」（『
史
迹
と
美
術
』
三

六
五
号
、
一
九
六
六
年
）、
追
塩
千
尋
氏
「
西
寺
の
沿
革
と
そ
の

特
質
」（「
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
」�

二
三
・
二
四
、
二
〇
〇
三

年
三
月
）
の
注
55
が
あ
る
。

（
4
）��

武
田
早
苗
氏
の
前
出
注
3
論
文
。

（
5
）��

武
田
氏
は
「『
平
安
時
代
史
事
典
』「
西
寺
」
の
項
に
は
、「
…
東

寺
・
西
寺
と
挙
げ
た
と
き
、
西
寺
の
ほ
う
が
優
位
に
あ
っ
た
感
を

受
け
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、「
国
家
の
法
事
、
即
ち
国
忌
の
ご

と
き
は
西
寺
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
い
わ

ば
国
家
管
理
の
寺
で
あ
っ
た
」
と
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
も

い
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
西
寺
は
、
空
海
の
東
寺
を
凌
ぐ
勢
力
を

持
っ
た
、
平
安
京
を
代
表
す
る
寺
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
貞
明

親
王
の
護
持
僧
と
な
り
、
最
終
的
に
僧
正
に
上
り
詰
め
た
遍
昭
が
、

西
寺
に
お
い
て
様
々
な
折
に
奉
仕
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ

れ
よ
う
」
と
示
唆
し
て
お
ら
れ
、
西
寺
が
東
寺
よ
り
優
位
性
を

も
っ
て
い
た
寺
で
あ
る
こ
と
へ
の
注
意
喚
起
の
意
味
が
あ
る
。
た

だ
、
現
在
ま
で
の
遍
昭
伝
研
究
に
お
い
て
、
遍
昭
が
西
寺
で
奉
仕

し
た
こ
と
を
直
接
的
に
示
し
た
史
料
に
よ
っ
て
二
十
七
番
歌
の
解

釈
に
言
及
し
た
論
考
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
、
高
田
祐
彦
氏
も

「
遍
昭
と
西
大
寺
と
の
関
係
は
不
明
」（『
新
版
古
今
和
歌
集
』（
角

川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
二
十
七
番
歌
注
）
と
注
し
て

六
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お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
補
強
と
な
り
う
る
史
料
は
、
本
論

の
注
21
参
照
。

（
6
）��
松
田
武
夫
氏
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
）、

日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
沢
正
夫
氏
校
注
、
小
学
館
、
一
九
七
一

年
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
小
沢
正
夫
氏
・
松
田
成
穂
氏
校

注
、
一
九
九
四
年
）、
久
曽
神
昇
氏
校
注
『
講
談
社
学
術
文
庫　

古
今
和
歌
集
』（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
））、
小
町
谷
照
彦
氏

「
古
今
和
歌
集
評
釈
・
二
十　

青
柳
の
糸
よ
り
か
く
る
」（『
国
文

学
』
二
九
・
一
〇
、
一
九
八
四
年
八
月
）、
小
松
英
雄
氏
『
や
ま

と
う
た�

―�

古
今
和
歌
集
の
言
語
ゲ
ー
ム
』（
講
談
社
、
一
九
九

四
年
）、
阿
部
俊
子
氏
『
遍
昭
集
全
釈
』（
私
家
集
全
釈
叢
書
、
風

間
書
房
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
で
、
契
沖
の
説
を
ひ
く
か
、
あ
る

い
は
「
白
露
」
を
数
珠
や
水
晶
に
見
立
て
る
と
い
う
説
を
と
る
。

（
7
）��

空
海
・
守
敏
の
対
立
譚
に
つ
い
て
は
、
中
前
正
志
氏
「
新
生
守

敏�

―�

西
寺
所
蔵
守
敏
伝
」（『
国
文
論
藻
』（
京
都
女
子
大
学
）

二
〇
〇
七
年
三
月
）
の
考
察
が
詳
し
い
。

（
8
）��

川
勝
政
太
郎
氏
「
平
安
京
の
鴻
臚
館
に
つ
い
て
」（『
史
迹
と
美

術
』
五
〇
・
一
〇
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
）

（
9
）��

鈴
木
久
男
氏
「
平
安
京
右
京
七
条
一
坊
の
軒
瓦
に
つ
い
て
」『
向

日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
二
〇
集
』（
向
日
市
教
育
委

員
会
、
一
九
八
七
年
）

（
10
）��

角
田
文
衛
氏
「
平
安
京
の
鴻
臚
館
」（『
古
代
文
化
』
四
二
・
八
、

一
九
九
〇
年
八
月
）

（
11
）��

網
伸
也
氏
「
平
安
京
と
東
西
寺
・
常
住
寺
」（『
都
城
制
研
究
』
八
、

奈
良
女
子
大
学
古
代
学
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
二
〇
一
四
年
）

（
12
）��

追
塩
千
尋
氏
「
西
寺
の
沿
革
と
そ
の
特
質
」（「
北
海
学
園
大
学
人

文
論
集
」
二
三
・
二
四
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）

（
13
）��

川
勝
政
太
郎
氏
「
創
建
時
の
東
寺
及
び
西
寺
」（『
史
跡
と
美
術
』

一
八
五
、
一
九
四
八
年
五
月
）、
赤
松
俊
秀
氏
「
初
期
の
東
寺
」

（『
仏
教
芸
術
』
四
七
、
一
九
六
一
年
）、
た
な
か
し
げ
ひ
さ
氏

「
に
し
寺
興
亡
の
研
究
」（『
史
迹
と
美
術
』
三
六
三
～
三
六
六
、

三
六
八
号
、
一
九
六
六
年
）、『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
発
掘

調
査
報
告　

平
安
京
跡
・
史
跡
西
寺
跡
』（
京
都
市
埋
蔵
文
化
財

研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）、
網
伸
也
氏
前
出
（
注
11
）
論
文
、
追

塩
千
尋
氏
前
出
（
注
12
）
論
文
、
中
井
真
孝
氏
執
筆
「
西
寺
」
項

（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
杉
山
信
三
氏

執
筆
「
西
寺
」
項
（『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
、
一
九
九

三
年
）
な
ど
。

六
六



（
14
）��

史
料
探
索
に
あ
た
っ
て
は
、
事
典
類
・
各
種
索
引
類
の
ほ
か
に
、

国
立
歴
史
民
俗
学
博
物
館
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
れ
き
は
く
」、
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
「
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

「
平
安
遺
文
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
参
照
し
た
。
ま

た
特
に
前
出
の
（
注
13
）
に
掲
出
し
た
考
古
学
・
歴
史
学
研
究
の

諸
成
果
に
も
拠
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
稿
者
の
発
表
の
席
上
、
同

志
社
大
学
教
授
・
竹
居
明
男
氏
よ
り
、
於
佛
教
大
学
四
条
セ
ン

タ
ー
「
講
座
・
平
安
京
の
諸
問
題
に
つ
い
て
」
講
演
で
の
氏
の
レ

ジ
ュ
メ
「
幻
の
大
寺
・
西
寺
」（
一
九
九
四
年
十
月
十
一
日
）
を

参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
15
）��『
東
大
寺
要
録
』（
筒
井
英
俊
氏
編
、
全
国
書
房
、
一
九
四
四
年
）

（
16
）��

前
出
（
注
13
）
赤
松
俊
秀
氏
論
文
、
た
な
か
し
げ
ひ
さ
氏
「
に
し

寺
興
亡
の
研
究
（
一
）」。
た
だ
し
本
論
中
の
表
一
で
は
、
出
典
の

本
文
を
尊
重
し
敢
え
て
校
訂
は
し
て
い
な
い
。

（
17
）��

た
だ
し
、
金
堂
の
成
っ
た
年
に
は
諸
説
間
で
幅
が
あ
る
。
川
勝
氏

は
金
堂
は
「
弘
仁
四
年
頃
に
は
完
成
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
」、
た

な
か
氏
は
「
金
堂
の
竣
工
を
、
そ
の
址
の
礎
石
や
出
土
瓦
か
ら
み

て
、
ま
ず
八
二
〇
年
前
後�

―�

弘
仁
十
年
前
後
と
み
て
お
い
て
は

如
何
で
あ
ろ
う
か
」、『
国
史
大
辞
典
』
で
は
「
金
堂
は
八
二
〇
年

代
」、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典　

京
都
府
』
で
は
「
弘
仁
五
、
六

年
に
は
、
金
堂
の
造
営
も
竣
功
し
た
ら
し
く
」
な
ど
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
講
堂
に
先
立
っ
て
金
堂
が
竣
工
し
た
と
い
う
見
方
が
な
さ

れ
て
い
る
。

（
18
）��

川
勝
氏
前
掲
（
注
13
）
論
文
、『
国
史
大
辞
典
』、『
角
川
日
本
地
名

大
辞
典　

京
都
府
』『
平
安
時
代
史
事
典
』、
た
な
か
氏
前
出
（
注

13
）
論
文
「
に
し
寺
興
亡
の
研
究
（
一
）」、
追
塩
氏
前
出
（
注

12
）
論
文
。

（
19
）��「
塔
は
未
完
成
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
」
と
は
、
前
出
注
13
の
川

勝
氏
説
で
あ
る
。

（
20
）��

ほ
か
に
『
国
史
大
辞
典
』
で
は
「
塔
は
か
な
り
遅
れ
て
十
世
紀
初

頭
に
別
当
の
聖
宝
が
建
て
た
」、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
で
は

「
塔
（
西
塔
一
基
）
も
弘
仁
年
間
に
は
、
竣
功
し
た
ら
し
い
が
、

こ
れ
は
嘉
祥
三
年
六
月
三
日
、
落
雷
の
た
め
大
破
し
た
」「
塔
は

元
慶
七
、
八
年
に
再
建
さ
れ
て
い
る
」
と
見
て
い
る
。
な
お
、
東

寺
も
こ
の
翌
年
の
元
慶
七
（
八
八
三
）
年
二
月
七
日
条
に
、
美
作

稲
四
千
束
な
ど
を
造
東
寺
塔
料
に
あ
て
て
い
る
記
事
が
あ
る

（『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
五
三
三
頁
）。
東
寺
と
西

寺
の
造
塔
が
、
あ
る
程
度
は
並
行
し
て
作
業
さ
れ
て
い
た
と
仮
定

六
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し
て
東
寺
の
経
緯
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
落
雷
が
あ
っ
た
嘉
祥

三
年
に
西
寺
の
塔
が
完
成
し
て
い
た
と
見
る
よ
り
は
、
元
慶
年
間

の
段
階
で
ま
だ
両
塔
は
未
完
成
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
。

（
21
）��

注
5
で
述
べ
た
と
お
り
、
西
寺
と
遍
昭
の
関
係
は
、
目
崎
徳
衛
氏

な
ど
に
よ
る
歌
人
伝
研
究
の
後
も
従
来
、
不
明
と
さ
れ
て
き
た
が
、

管
見
の
限
り
、『
古
今
集
』
二
十
七
番
歌
の
詞
書
以
外
に
、
西
寺

と
遍
昭
と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、
遍
昭

が
権
僧
正
に
任
じ
ら
れ
た
際
の
『
三
代
実
録
』（
新
訂
増
補
国
史

大
系
）
元
慶
三
（
八
七
九
）
年
十
月
二
十
三
日
条
（
ほ
ぼ
同
文
が

『
扶
桑
略
記
』
同
日
条
に
見
ら
れ
る
）
に
お
い
て
、
菅
原
朝
臣
是

善
ら
を
「
西
寺
綱
所
」
に
遣
っ
て
伝
え
た
策
命
に
、
遍
昭
の
名
が

見
ら
れ
る
。
遍
昭
は
こ
の
と
き
、
西
寺
に
参
向
し
た
可
能
性
が
高

い
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
来
、
遍
昭
は
僧
綱
に

参
与
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
（『
僧
綱
補
任
』）
が
、
本
稿
表
一
に

挙
げ
た
よ
う
に
、
史
料
番
号
Ｍ
の
貞
観
六
（
八
六
四
）
年
を
は
じ

め
、
貞
観
七
、
貞
観
十
一
、
元
慶
三
、
元
慶
七
年
と
西
寺
綱
所
が

見
ら
れ
る
史
料
が
あ
り
、
遍
昭
が
僧
綱
に
参
与
す
る
時
期
と
、
西

寺
に
僧
綱
所
が
置
か
れ
て
い
た
期
間
と
は
、
重
な
っ
て
い
る
。
九

世
紀
の
僧
綱
制
の
弛
緩
に
よ
り
、
西
寺
綱
所
に
常
住
は
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
要
時
に
西
寺
へ
の
参
向
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

遍
昭
と
西
寺
の
接
点
を
想
像
し
う
る
史
料
と
な
ろ
う
。
な
お
、
平

安
時
代
の
僧
綱
制
に
つ
い
て
は
土
谷
恵
氏
「
平
安
前
期
僧
綱
制
の

展
開
」（『
史
艸
』（
日
本
女
子
大
学
史
学
研
究
会
）
一
九
八
三
年

十
一
月
）
な
ど
。

　

と
は
い
え
、
遍
昭
個
人
の
経
歴
が
い
か
に
あ
れ
、
そ
れ
が
即
、

二
十
七
番
歌
に
西
寺
の
柳
を
詠
む
動
機
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

地
名
を
和
歌
の
詞
書
に
挿
入
す
る
背
景
に
は
、
個
人
的
な
足
跡
に

加
え
て
、
そ
の
地
名
に
対
す
る
同
時
代
的
な
共
通
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
遍
昭
の
時
代

に
共
有
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
西
寺
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
角
度
か
ら
、

検
証
を
試
み
た
。

（
22
）��

な
お
、
森
本
茂
『
校
注
歌
枕
大
観
』「
西
寺
」
で
は
塔
は
元
慶
六

年
（
八
八
二
）
に
「
完
成
し
た
」
と
あ
る
。
が
、
完
成
し
た
と
す

る
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

（
23
）��
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
沢
正
夫
氏
校
注
、
小
学
館
、
一
九
七
一

年
）
な
ど
。

（
24
）��

蔵
中
ス
ミ
氏
「
遍
昭�

―�

古
今
和
歌
集
の
歌
人
た
ち
」（『
一
冊
の
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講
座　

古
今
和
歌
集
』
有
精
堂
、
一
九
八
七
年
）、
田
中
貴
子
氏

「「
僧
正
遍
照
の
歌
」
に
つ
い
て
」（『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』

第
七
輯
、
一
九
七
四
年
十
月
）

（
25
）��

集
成
注
の
う
ち
、「
延
暦
十
五
年
に
成
っ
た
」
と
い
う
部
分
や
、

松
田
武
夫
氏
『
新
釈
古
今
和
歌
集
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
八

年
）
に
お
い
て
「
延
暦
十
五
年
、
勅
命
に
よ
っ
て
東
寺
と
共
に
建

立
さ
れ
た
」
な
ど
と
い
っ
た
、
延
暦
十
五
年
を
も
っ
て
西
寺
の
建

造
が
完
成
し
た
か
と
も
受
け
取
れ
か
ね
な
い
記
述
な
ど
。

（
26
）��

群
書
類
従
二
十
四
『
醍
醐
寺
縁
起
』。
な
お
『
角
川
日
本
地
名
大

辞
典
』
で
は
、
元
慶
六
年
の
記
事
に
あ
る
「
塔
」
と
、
聖
宝
が
建

立
し
た
塔
を
別
物
と
見
て
、
聖
宝
が
建
て
た
塔
は
「
多
宝
塔
」
と

す
る
。

（
27
）��『
明
月
記
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
）

（
28
）��

網
伸
也
氏
は
「
東
寺
の
西
隣
お
よ
び
西
寺
の
東
隣
で
は
、
い
ま
ま

で
の
発
掘
調
査
で
明
確
な
平
安
時
代
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
な

い
。（
略
）
少
な
く
と
も
平
安
時
代
前
期
に
は
朱
雀
大
路
と
東
西

二
寺
の
間
に
は
朱
雀
大
路
大
垣
が
あ
る
だ
け
で
、
朱
雀
大
路
か
ら

の
景
観
を
阻
害
す
る
よ
う
な
土
地
利
用
は
な
さ
れ
て
い
な
い
可
能

性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
平
安
京
の
東
西
二
寺
は
京
内
に
造
営
が
許

さ
れ
た
寺
院
と
し
て
の
宗
教
的
な
側
面
以
上
に
、
都
城
の
正
面
を

羅
城
門
と
と
も
に
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
に
荘
厳
す
る
機
能
を
も
ち
、

朱
雀
大
路
か
ら
の
景
観
も
配
慮
し
た
京
の
象
徴
的
な
施
設
だ
っ

た
」
と
す
る
（『
都
城�

―�

古
代
日
本
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』
青
木

書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
の
ち
『
平
安
京
造
営
と
古
代
律
令
国
家
』

（
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
に
所
収
）。
ま
た
久
米
舞
子
氏
は
、
西

寺
や
東
寺
を
含
め
た
羅
城
門
界
隈
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、「
威

容
を
誇
る
楼
門
の
姿
、
そ
れ
を
と
り
囲
む
羅
城
、
門
の
口
か
ら
の

ぞ
く
広
大
な
朱
雀
大
路
、
左
右
に
そ
び
え
る
東
寺
、
西
寺
の
五
重

塔
。
そ
の
景
観
に
よ
っ
て
、
羅
城
門
の
境
界
性
は
担
保
さ
れ
て
い

た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（「
平
安
京
羅
城
門
の
記
憶
」（『
史

学
』
七
六
、
二
・
三
号
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）。

（
29
）��『
古
今
集
校
本
』（
西
下
経
一
氏
・
滝
沢
貞
夫
氏
共
編
、
笠
間
書
院
、

一
九
七
七
年
）

（
30
）��

旧
大
系
、
小
松
英
雄
氏
『
例
解
古
語
辞
典　

第
二
版　

別
冊
』

「
こ
き
ま
ず
」「
解
釈
の
道
す
じ
」（
三
省
堂
、
一
九
八
五
年
）、
新

大
系
、
新
編
全
集
な
ど
。

六
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